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公共調達の適正化について （抄） 
  
3 ．契約に係る情報の公表  
 (1) 国の支出の原因となる契約（国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予決令第 99 

条第 2 号、第 3 号、第 4 号又は第 7 号のそれぞれの金額を超えないもの及び「主要食糧の需給及

び価格の安定に関する法律」（平成 6 年法律第 113 号）第 31 条の方式による米穀等及び麦等の買

入れに係るものを除く。）を締結したときは、その日の翌日から起算して 72 日以内に、次に掲げ

る事項を公表しなければならない。ただし、各年度の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの間に締結した

契約については、93 日以内に公表することができる。 
  （中略） 
  ①公共工事（公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。）の名称、場所、期間及び種別又は物品 

等若しくは役務の名称及び数量  
   ②契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地  
    ③契約を締結した日  
   ④契約の相手方の商号又は名称及び住所  
   ⑤一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨（随意契約を行 

った場合を除く。）  
   ⑥契約金額  
   ⑦予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるも 

の又は国の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。）  
  ⑧落札率（契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を 

除く。）  
  ⑨随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（理由は、具体的かつ詳細に記載する 

こと。また、企画競争又は公募手続きを行った場合には、その旨を記載すること。）  
  ⑩所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に国の常勤職員であったものが役員 

として、契約を締結した日に在職していれば、その人数  
  ⑪その他必要と認められる事項 



（注一）公表は、競争入札による契約と随意契約を別表にし、さらに公共工事（公共工事に係る調査 
及び設計業務等を含む。）と物品等又は役務をそれぞれ別表にする方法により行うものとする。  

（注二）公表は、別紙様式 1、別紙様式 2、別紙様式 3 及び別紙様式 4 により行うものとする。ただし、 
一覧表形式による公表を行うためのシステム改修などの準備に期間を要する場合は、準備が整う

までの間、契約別の個表による公表を行うことができる。  
 
6．契約に関する統計の作成 

（中略） 
 (1) 統計の対象期間 

毎年度、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの間とする。 
 

 (2) 統計の対象となる契約 
  国の支出の原因となる契約（予定価格が予決令第 99 条第 2 号、第 3 号、第 4 号又は第 7 号のそれ 
ぞれの金額を超えないもの及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」（平成 6 年法律第 113
号）第 31 条の方式による米穀等及び麦等の買入れに係るものを除く。）  

 
(3) 統計の種類  
  ①契約金額及び件数に関する統計 
    全体の統計（公共工事（公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。）と物品等又は役務に区 

分し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に区分して件数及び金額を記載するもの。） 
②随意契約に関する統計 

随意契約の内訳についての統計（契約の相手先を所管公益法人、その他の公益法人、独立行政 
法人等、特殊法人等、特定民間法人及びその他の法人に区分し、それぞれについて、随意契約の 
根拠とした条文別に件数及び金額並びに企画競争又は公募を行った件数及び金額を記載するも 
の。）  



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備　　考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（
別

紙
様

式
1
）



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び
契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（
別
紙
様
式
2
）



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備　　考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（
別

紙
様

式
3
）



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び
契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（
別
紙
様
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）


